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○
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

改

正

案

現

行

（
特
定
流
通
業
務
施
設
の
基
準
）

（
特
定
流
通
業
務
施
設
の
基
準
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
四
条
第
三
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
令
第
二
条
第
三
号

３

法
第
四
条
第
三
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
令
第
二
条
第
三
号

に
掲
げ
る
区
分
に
該
当
す
る
特
定
流
通
業
務
施
設
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と

に
掲
げ
る
区
分
に
該
当
す
る
特
定
流
通
業
務
施
設
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

す
る
。

一

第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
社
会
資
本
等
又
は
卸
売
市
場
の
周

一

第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
社
会
資
本
等
又
は
卸
売
市
場
の
周

辺
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
域
内
、
地
場
産
業
が
集
積
し
て
い
る
地
域
の
周
辺
の

辺
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
域
内
、
地
場
産
業
が
集
積
し
て
い
る
地
域
の
周
辺
の

区
域
内
、
商
店
街
の
区
域
内
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
区
域
内
で
物
資
の
輸
送

区
域
内
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
区
域
内
で
物
資
の
輸
送
の
合
理
化
に
資
す
る

の
合
理
化
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
地
点
に
立
地
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

と
認
め
ら
れ
る
地
点
に
立
地
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

次
の
い
ず
れ
か
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

次
の
い
ず
れ
か
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

自
動
仕
分
装
置

イ

自
動
仕
分
装
置

ロ

自
動
搬
送
装
置
（
商
店
街
の
区
域
内
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
区
域
内
で
物

ロ

自
動
搬
送
装
置

資
の
輸
送
の
合
理
化
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
地
点
に
立
地
す
る
上
屋
に
あ

っ
て
は
、
搬
送
装
置
）

ハ

搬
入
用
自
動
運
搬
装
置
及
び
搬
出
用
自
動
運
搬
装
置

ハ

搬
入
用
自
動
運
搬
装
置
及
び
搬
出
用
自
動
運
搬
装
置

ニ

垂
直
型
連
続
運
搬
装
置

ニ

垂
直
型
連
続
運
搬
装
置

ホ

自
動
化
保
管
装
置

ホ

自
動
化
保
管
装
置

ヘ

電
動
式
密
集
棚
装
置

ヘ

電
動
式
密
集
棚
装
置

ト

貨
物
保
管
場
所
管
理
シ
ス
テ
ム

ト

貨
物
保
管
場
所
管
理
シ
ス
テ
ム

三

第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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４

法
第
四
条
第
三
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
令
第
二
条
第
四
号

４

法
第
四
条
第
三
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
令
第
二
条
第
四
号

に
掲
げ
る
区
分
に
該
当
す
る
特
定
流
通
業
務
施
設
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と

に
掲
げ
る
区
分
に
該
当
す
る
特
定
流
通
業
務
施
設
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
五
号

す
る
。

及
び
第
六
号
、
第
二
項
第
一
号
及
び
第
五
号
イ
並
び
に
前
項
第
二
号
に
該
当
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

次
号
に
規
定
す
る
上
屋
以
外
の
特
定
流
通
業
務
施
設
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項

第
五
号
及
び
第
六
号
、
第
二
項
第
一
号
及
び
第
五
号
イ
並
び
に
前
項
第
二
号
に

該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

貨
物
流
通
事
業
者
が
他
の
事
業
者
と
の
連
携
又
は
事
業
の
共
同
化
に
よ
り
実

施
す
る
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
の
用
に
供
す
る
上
屋
に
あ
っ
て
は
、
第
一

項
第
五
号
及
び
第
六
号
、
第
二
項
第
五
号
イ
並
び
に
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号

に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
商
店
街
の
区
域
内
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
区
域
内
で
物
資
の
輸
送
の
合
理
化
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
地
点
に
立

地
す
る
上
屋
に
あ
っ
て
は
、
第
二
項
第
五
号
イ
に
該
当
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

。


